
垂水市は、ここ 

■垂水市人口 
男： 7,651人 
女： 8.856人 
計：16,507人 
■65歳以上高齢化率：
36.78％ 
（平成26年７月末現在住民基本台帳） 
 

■垂水市総面積 
162.03㎢ 
（国土交通省国土地理院公表） 
 
 

 

たるみず 



地区別人口・産業構造 



○垂水市公民館の設置及び管理に関する条例 

平成 16 年 12 月 21 日条例第 24 号 

改正 

平成 18 年３月 20 日条例第 20 号 

平成 18 年６月 23 日条例第 33 号 

平成 21 年９月 18 日条例第 23 号 

平成 22 年 12 月 17 日条例第 18 号 

平成 26 年３月 20 日条例第９号 

垂水市公民館の設置及び管理に関する条例 

（設置） 

第１条 市民の生活文化の振興及び社会福祉の増進を図るため、社会教育法（昭和 24

年法律第 207 号）第 24 条の規定に基づき、本市に公民館を設置する。 

（名称及び位置等） 

第２条 公民館の名称、位置及び事業の主たる対象とする区域（以下「対象区域」とい

う。）は、次の表のとおりとする。 

名称 位置 対象区域 

垂水市中央公民館 垂水市旭町 61 番地２ 垂水市全域 

垂水地区公民館 垂水市旭町 61 番地２ 垂水小学校の区域 

境地区公民館 垂水市牛根境 1257 番地１ 境小学校の区域 

牛根地区公民館 垂水市二川 553 番地１ 牛根小学校の区域 

松ヶ崎地区公民館 垂水市牛根麓 1139 番地９ 松ヶ崎小学校の区域 

協和地区公民館 垂水市海潟 18 番地 協和小学校の区域 

水之上地区公民館 垂水市本城 1355 番地１ 水之上小学校の区域 

柊原地区公民館 垂水市柊原 3454 番地 柊原小学校の区域 

新城地区公民館 垂水市新城 3452 番地 新城小学校の区域 

大野地区公民館 垂水市田神 3688 番地 旧大野小学校の区域 

大野地区公民館別館 垂水市田神 3752 番地 垂水市全域 

 

２ 垂水市中央公民館は、公民館相互の連絡調整等を行うものとする。 

（職員） 

第３条 公民館に館長を置き、主事及びその他必要な職員を置くことができる。 
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各地区の地域振興計画策定年度 

・平成 21～22 年度 大野地区 

・平成 23年度   水之上地区 

・平成 24年度   新城地区、牛根地区 

・平成 25年度   松ヶ崎地区、柊原地区 

・平成 26年度   境地区、海潟地区 

■H27 年度予定 



２ わたしたちはすすめます 

新城地区公民館 

監事２名 

館長 

副館長 
（振興連理事） 

新城地区住民 

副館長 
（振興連会長） 

地域の組織・団体 

地区選出議員 

小学校長 

振興会長 

婦人連絡員 

交通安全部会長 

消防分団長 

消防後援会長 

農業委員代表 

民生委員代表 

郵便局長 

体育指導員 

保育園長 

南駐在所員 

新城支所代表 

学識経験者数名 

長寿連合会会長 

  〃    副会長 

（館則第13条より引用） 
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新城ふるさと先生グループ 

新城地区農作業受託組合 

食生活改善推進委員 

大正琴 

趣味の創作講座 

歌謡愛好会 

パソコン教室 

スコップ三味線 

３Ｂ体操 

新城小学校PTA 

あぐら会 
 

新城自主防災組織 

神貫神社 

老人会 

高齢者学級 

おたけどんの郷 

水・土・里サークル 

新城の風 

新城ボランティア会 

新城文化財少年団 

伝統行事保存会 

新城郷土史研究会 

連携 

















協和づくり計画　策定スケジュール（案）

　～H35年度（10年間）
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（３）策定経過 
 

日付 名称 人数 内容 

H25.3.20 まちづくり検討会 42 名 

・鹿児島大学小栗准教授より計画づく

りの講演を受ける 

・先行地区より助言を受ける 

H25.4.12 
松ヶ崎地区公民館

運営委員会 
19 名 

・計画づくりの組織的な了承を得る 

・規程、アンケート実施について承認 

H25.5.28 第１回策定委員会 25 名 
・計画策定の取り組みスタート 

・アンケート集計結果報告、意見交換 

H25.6.11 第２回策定委員会 25 名 
・麓と辺田に分かれての意見交換 

・大目標の協議 

H25.6.27 第３回策定委員会 22 名 
・松ヶ崎地区の大目標の決定 

・行動計画づくり 

H25.7.17 第４回策定委員会 19 名 
・南九州市頴娃町の NPO 法人「頴娃お

こそ会」への研修視察 

H25.7.31 第５回策定委員会 22 名 
・研修視察報告 

・行動計画づくり 

H25.8.19 第６回策定委員会 22 名 

・道の駅たるみず館長講話 

・行動計画の確認 

・市へ要望する項目の整理 

H25.9.17 第７回策定委員会 41 名 
・市関係課長が同席し、市への要望に

関する意見交換 

H25.10.22 第８回策定委員会 23 名 
・計画書の仕上げ作業 

・計画書原案の承認・決定 

H25.11.27 
報告会（鹿児島大学

公開講座） 
36 名 ・計画書完成報告 



（４）松ヶ崎づくり計画策定委員会の様子 
 

今後取り組んでいく行

動計画について、真剣な

協議が行われました。 

表からあふれるほど多くの

意見が提案されました。 

夜間の開催にも関わらず、 

大勢の委員が出席しました。 

南九州市のNPO法人頴娃おこそ会のま

ちおこしの取組を研修視察しました。 

（取組の概要） 

・番所鼻公園の活性化 

・釜蓋神社（写真）の集客事業 

・大野岳の整備と茶農家による組織「茶

寿会」の連携 

・拠点間を繋ぐ一体的なまちおこし 



 

主な内容 
■ 鹿児島大学 

  小栗有子准教授の講演 

  「好きな協和を引き出そう」 

 

■ 平成25年度にまちづくりに取り組んだ 

  柊原地区公民館の紹介 

（木） 

垂水市役所企画課地域政策係 

担当：西川（さいかわ）、永山 32-1143 

お問い合わせ 

 地区ごとのいろいろな取組がはじまっています 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務連絡） 

平成２３年３月１４日 

大野地区公民館運営委員 各位 

 

大野地区公民館長 

                        垂水市企画課長 

 

「大野づくり計画」報告会開催のお知らせ 

 

 いつも「大野づくり計画」にご参加くださいましてありがとうございます。 

 おかげさまで、昨年度から取り組んできました「大野づくり計画」は、ひとつの計画

書として形になりました。 

 そこで、地区内のみなさんを対象に、これからの計画の活用方法や、さらに充実した

「大野づくり」を図っていくため、鹿児島大学の小栗准教授をお招きして以下の日程で

報告会を開催します。 

これまで同様、運営委員に限らず、となり近所お誘い合わせのうえ、ご参加ください

ますようお願い申し上げます。なお、垂桜振興会の方々におかれましては、大野地区公

民館までバス送迎もしますので、ご利用ください（垂桜公民館１８：４０発）。 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ご質問やご意見等がございましたら、お問い合わせ先へご連絡ください。 

お問い合わせ先／事務局 

垂水市役所企画課 地域政策係 

担当者：西川（さいかわ） 

代表電話：32-1111（内線 245） 

直通電話：32-1143 ﾌｧｯｸｽ：32-6625 

 

日 時：平成２３年３月２５日（金）１９：００～２１：００ 

場 所：大野地区公民館 

内 容：１ 講 演（４５分） 

「大野づくり計画」の、これまでとこれから 

講 師：鹿児島大学 小栗有子准教授 

     ２ 意見交換・質疑応答（１時間１５分） 

 

※ご参加の方は、計画書の冊子、 

「大野で生きる 大野に生きる～大野づくり計画～」 

をご持参ください。３月１７日（木）以降に大野地区 

全戸に一冊ずつ配布します。 

※運営委員さんにつきましては、出欠について事前に把握したいので、

３月２３日（水）までに、事務局へご連絡ください。 



 

   垂水市まちづくり交付金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、垂水市公民館の設置及び管理に関する条例（平成

16 年条例第 25 号）第２条に規定する地区公民館（大野地区公民館別館

を除く。以下「地区公民館」という。）が策定する地域振興計画又は策

定した地域振興計画に基づく事業に対し、予算の範囲内において、垂水

市まちづくり交付金（以下「交付金」という。）を交付することにより、

市民と行政による実践的地域活性化の推進を図り、もって将来のまちづ

くりに資することを目的とする。 

 （交付対象事業者） 

第２条 交付金の交付の対象となる事業を行う者（以下「交付対象事業者」

という。）は、地区公民館とする。 

 （交付金の種類等） 

第３条 交付金の種類、対象経費、交付率及び交付金額は別表第１のとお

りとする。 

２ 交付金の交付金額は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で減額

することができる。 

３ 事業の実施によって収入が見込まれる場合は、交付対象経費から当該

収入に 100 分の 90 を乗じた額を控除した額を交付金の対象額とする。 

 （交付金の対象外の事業） 

第４条 交付金の交付の対象としない事業は、次の各号のいずれかに該当

する事業とする。 

（１） 国、他の地方公共団体若しくは公益法人等の補助金又は本 

市の他の補助金の交付を受けることができる事業 

（２） 事業の効果が特定の個人等に帰属する事業 

 （３） 専ら営利を目的とし、公益性を欠く事業 

 （４） 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業 

 （５） 事業の主たる効果が市外で生じる事業 

 （６） 前各号に掲げる事業のほか、交付することが適当でないと 

認められる事業 

 （交付金の交付申請） 

第５条 交付金の交付申請は、垂水市まちづくり交付金交付申請書（別記

第１号様式。以下「申請書」という。）によるものとし、別表第２の区

分ごとに必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の交付申請にあっては、事業が複数年度にわたるものは、毎年度



申請書を提出しなければならない。 

 （交付金交付決定通知） 

第６条 交付金の交付の決定を行った場合は、垂水市まちづくり交付金交

付決定通知書（別記第２号様式）により、交付対象事業者に通知するも

のとする。 

 （交付事業の内容等の変更） 

第７条 交付事業の内容、交付金の対象額その他の申請に係る事項を変更

しようとするときは、垂水市まちづくり交付金事業計画変更申請書（別

記第３号様式）によるものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。 

 （１） 事業変更計画書 

 （２） 収支変更予算書（別記第４号様式） 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する変更申請に基づき変更の決定を行った場合は、垂水市

まちづくり交付金変更交付決定通知書（別記第５号様式）により通知す

る。 

 （事業の交付金交付決定前着手） 

第７条の２ 交付金の交付を受けようとする交付対象事業者が、やむを得

ない事情により交付金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合

には、垂水市まちづくり交付金事業事前着手承認申請書（別記第６号様

式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認は、垂水市まちづくり交付金事業事前着手承認通知書（別

記第７号様式）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 交付金の事業実績の報告は、垂水市まちづくり交付金事業実績報

告書（別記第８号様式）によるものとし、収支精算書（別記第４号様式）

のほか、別表第２の交付金の区分ごとに掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

 （交付金の額の確定の通知） 

第９条 交付金の額の確定の通知は、垂水市まちづくり交付金交付確定通

知書（別記第９号様式）による。 

 （交付金の交付請求等） 

第 10 条 交付金の交付請求は、垂水市まちづくり交付金交付請求書（別

記第 10 号様式）による。 

２ 交付金の概算払を受けようとする交付対象事業者は、交付決定額の範

囲内で概算払を受けることができるものとし、概算払の申請は、垂水市

まちづくり交付金概算払申請書（別記第 11 号様式）によるものとする。 

 （委任） 



第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成 23 年９月 29 日から施行する。 

２ 大野地区公民館については、地域振興計画の見直し年度において、第

３条の規定による地域振興計画策定交付金の交付対象とする。 

 

附 則 

この要綱は、平成 23 年 10 月 19 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 24 年１月 20 日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

交付金の種類 対象経費 交付率 交付金額 

地域振興計画

策定交付金 

交付対象事業者による現地

調査の実施、地区探検マップの

作成、研修の開催及び住民アン

ケートの実施など、地域振興計

画の策定に要する経費又は策

定後の発表会の経費で、市長が

適当と認めるもの 

10／10 200 千円以内 

地域振興計画

事業交付金（ソ

フト事業） 

 地域振興計画書に掲げられ

ている事業のうち、ソフト事業

の実施に関する経費で、市長が

適当と認めるもの 

（対象にならない事業） 

１ 地区の行事等として既に

定着しているもの 

２ 当該交付事業として交付

を受けた同一事業で３年以

上経過したもの 

10／10 300 千円以内 

地域振興計画

事業交付金（ハ

ード事業） 

 地域振興計画書に掲げられ

ている事業のうち、ハード事業

の実施に関する経費で、市長が

適当と認めるもの 

９／10 700 千円以内 

 

 



別表第２（第５条、第８条関係） 

交付金の種類 申請書の添付書類 実績報告書の添付書類 

地域振興計画

策定交付金 

１ 地域振興計画策定まで

の事業計画書 

２ 収支予算書 

３ その他市長が必要と認

める書類 

１ 地域振興計画書 

２ その他市長が必要と認

める書類 

地域振興計画

事業交付金（ソ

フト事業） 

１ 地域振興計画書に掲げ

られた事業（該当する部

分の写しで可） 

２ 事業計画書 

３ 収支予算書 

４ その他市長が必要と認

める書類 

１ 事業実施報告書及び活

動の写真等 

２ 事業実績書 

３ その他市長が必要と認

める書類 

地域振興計画

事業交付金（ハ

ード事業） 

１ 地域振興計画書に掲げ

られた事業（該当する部

分の写しで可） 

２ 事業計画書 

３ 収支予算書 

４ その他市長が必要と認

める書類 

１ 事業実施報告書及び活

動の写真等 

２ 事業実績書 

３ その他市長が必要と認

める書類 

 


